


祉特別給付金を始めとした福祉サービスをこれまでも実施しているところですが、施設

入所者の居住費・食費の自己負担化により特定入所者介護サービス費の対象外とな

っている本人市民税非課税・世帯課税の方で、一定所得以下の方には平成 18 年７月

から介護福祉特別給付金の対象者として、世帯の負担の軽減を図ることとしました。

③要支援、要介護１の軽度の認定者に対し、訪問介護、福祉用具など必要なサービスを制限

なく利用できるようにしてください。とくに、同居家族がいる場合の生活援助や院内介助など

の利用を一律に制限しないでください。

【回答】

軽度者への介護保険による福祉用具貸与につきましては、認定調査結果や適切な

ケアマネジメントにより現に必要な者には認められています。また、平成 19年度より、

医師の所見に基づき福祉用具貸与が必要であると判断された場合、貸与が認められ

るよう制度が変更されたため、更なる利用が可能となりました。

また、同居家族がいる場合の生活援助につきましては、厚生労働省からの通知以

前から、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定するこ

とがないようにしています。

なお、院内の移動等の介助は基本的に院内のスタッフにより対応され保険給付の

対象外ではありますが、場合により算定対象（内科から眼科への移動介助やトイレ介

助等が対象となり、単に付き添っている時間については算定の対象とならない。）とし

ています。

④特別養護老人ホームの建設など、施設・在宅サービスの基盤整備を早急に行って、介護サ

ービスが必要な人すべてが利用できるようにしてください。

【回答】

特別養護老人ホームにつきましては、高齢者総合福祉計画に掲げる整備目標達成

に向け、社会福祉法人による整備を支援してまいります。なお、当市においては、特別

養護老人ホームは平成 20年４月に１施設が開所され、現在市内に６施設あり、近隣の

市町と比べて充実した整備数となっています。

また、地域密着型サービスとしての小規模特別養護老人ホームにつきましても、平

成 20年７月に１施設開所し、更に、平成 20年度着工に向けて１か所準備中です。

⑤介護労働者を確保するために、適正な賃金・労働条件および研修について、財政的な支援

をしてください。

【回答】

介護労働者の確保につきましては、国全体の問題であり、介護報酬等の改正も検討

されています。

なお、平成 20 年 4 月より「ホームヘルパー養成研修受講料助成」を始め、地域で介

護者を支えていく体制作りを始めました。

（２） 高齢者福祉施策の充実について

①配食サービスは、料金を引き上げることなく毎日最低１回の配食を実施し、あわせて、閉じこ

もりを予防するため会食（ふれあい）方式も含め実施してください。

【回答】

週３回(火・木・金曜日)以内の昼食を、安否確認を兼ねて配食しています。

②高齢者が地域でいきいきと生活するために、以下の施策を一般財源で実施してください。
















